
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

償
却
資
産
申
告
の
お
願
い

消
費
税
の
届
出
書
の
提
出
は

お
済
み
で
す
か
？

危
険
物
を
市
指
定
ご
み
袋
に

入
れ
な
い
で
！

法
定
調
書
の
提
出
は

１
月
31
日
（
火
）
ま
で
で
す

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
の
利
用
方
法

脱
税
は
犯
罪
で
す

油
の
流
出
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　
次
の
事
業
用
資
産
を
持
つ
人
は
、
毎
年

１
月
１
日
現
在
の
資
産
所
有
状
況
を
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

・ 
構
築
物（
広
告
塔
・
テ
ナ
ン
ト
改
装
な

ど
）

・ 

機
械
、
装
置
（
乾
燥
機
・
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
な
ど
）

・ 

車
両
、
運
搬
具
（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
な

ど
自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税
の
対
象
と

な
る
も
の
を
除
く
）

・ 

工
具
器
具
や
備
品
（
机
・
椅
子
・
パ
ソ

コ
ン
な
ど
）

※ 

新
規
事
業
者
ま
た
は
事
業
用
資
産
を
持

ち
、
手
元
に
申
告
書
が
な
い
場
合
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
そ
の
場
合
は
、
関
係

書
類
を
送
付
し
ま
す
。

申
告
期
限　
１
月
31
日
（
火
）

※
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
申
告
先

　
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
０
７

　
給
料
、
報
酬
、
不
動
産
の
使
用
料
な
ど

を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
支
払
先
の
住
所
、

氏
名
、
支
払
金
額
な
ど
を
記
載
し
た
源
泉

徴
収
票
や
支
払
調
書
な
ど
（
総
称
し
て

「
法
定
調
書
」
と
い
い
ま
す
）
に
、
法
定

調
書
合
計
表
を
添
え
て
税
務
署
に
提
出
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

注
射
針

　
先
日
、
市
指
定
ご
み
袋
の
中
に
注
射
針

が
混
入
し
て
い
ま
し
た
。
注
射
針
が
混
入

し
て
い
る
と
、
ご
み
の
収
集
や
分
別
の
際

に
作
業
員
が
け
が
を
す
る
こ
と
も
あ
り
、

大
変
危
険
で
す
。
ま
た
、
注
射
針
は
市
で

は
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

診
察
を
受
け
た
医
療
機
関
な
ど
へ
注
射
針

を
返
却
す
る
よ
う
に
し
、
市
指
定
ご
み
袋

の
中
に
注
射
針
を
入
れ
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

こ
ら
な
い
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
缶
詰
な
ど
が
中
身
の
入
っ
た
ま

ま
捨
て
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
数
件
起
き
て
い

ま
す
。
缶
詰
な
ど
を
捨
て
る
際
は
、
必
ず

中
身
を
空
に
し
て
か
ら
捨
て
て
く
だ
さ
い
。

　
捨
て
る
際
は
、
菊
池
市
家
庭
ご
み
収
集

カ
レ
ン
ダ
ー
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
分
別
や

収
集
日
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
環
境
課
廃
棄
物
対
策
係

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
１
７

　
水
質
事
故
の
発
生
原
因
で
最
も
多
い
の

が
油
の
流
出
に
よ
る
も
の
で
す
。
特
に
冬

は
、
暖
房
を
使
う
機
会
の
増
加
や
農
業
施

設
な
ど
の
維
持
管
理
に
伴
い
油
の
使
用
が

増
え
、
ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
意
で
事
故
が

起
き
て
し
ま
い
ま
す
。

　
油
流
出
事
故
が
起
き
る
と
、
河
川
の
水

は
汚
染
さ
れ
、
農
業
用
水
や
生
活
用
水
に

汚
染
が
広
が
り
、
地
域
の
人
た
ち
の
生
活

に
大
き
な
被
害
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
油
事
故
の
後
処
理

に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
、
人
的
負

担
・
経
済
的
負
担
も
免
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

次
の
予
防
対
策
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

油
流
出
の
予
防
対
策

① 

燃
料
タ
ン
ク
と
配
管
の
接
続
部
分
に
ゆ

る
み
な
ど
が
な
い
か
。

② 

配
管
の
腐
食
や
亀
裂
な
ど
の
異
常
が
な

い
か
。

問
い
合
わ
せ
先

・ 

国
土
交
通
省
菊
池
川
河
川
事
務
所

　
管
理
課

　
☎
０
９
６
８
（
44
）
２
１
７
１

・
環
境
課
環
境
政
策
係

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
１
７

③
燃
料
の
減
る
量
が
早
く
な
い
か
。

④
家
屋
内
や
周
辺
が
油
臭
く
な
い
か
。

⑤
給
油
す
る
と
き
は
目
を
離
さ
な
い
。

⑥ 

屋
外
に
あ
る
タ
ン
ク
な
ど
に
は
防
油
堤

を
設
置
す
る
。

油
流
出
事
故
処
理
の
状
況

エ
ア
ゾ
ー
ル
缶
や
缶
詰
は
中
身
を
空
に

　
使
用
済
み
の
エ
ア
ゾ
ー
ル
缶
（
カ
セ
ッ

ト
ガ
ス
缶
、
ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
）
を
ご
み

に
出
す
場
合
は
、
必
ず
中
の
ガ
ス
を
抜
い

て
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。
中
身
が
残
っ

た
ま
ま
捨
て
ら
れ
る
と
、
ご
み
収
集
車
両

が
火
災
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
市

で
も
、
エ
ア
ゾ
ー
ル
缶
が
原
因
で
ご
み
収

集
車
両
が
火
災
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
エ
ア
ゾ
ー
ル
缶
の
正
し
い
捨
て
方
を

も
う
一
度
確
認
し
て
、
火
災
や
事
故
が
起

　
こ
の
法
定
調
書
は
、
利
子
、
配
当
な
ど

の
一
部
を
除
き
、
一
年
間
の
支
払
分
を
取

り
ま
と
め
て
提
出
す
る
も
の
で
、
平
成
23

年
中
の
支
払
い
に
係
る
法
定
調
書
の
提
出

は
、
１
月
31
日
（
火
）
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。
誤
り
の
な
い
よ
う
正
確
に
記
載
し
、

期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
法
定
調
書
の
提
出
は
、
①
「
国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ 

―

Ｔ
ａ
ｘ 

）
」
、
②
光
デ
ィ
ス
ク
な
ど

（
Ｃ
Ｄ
・
Ｆ
Ｄ
な
ど
）
を
利
用
し
て
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

最
寄
り
の
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.nta.go.jp

問
い
合
わ
せ
先　
菊
池
税
務
署

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
２
１
２
１

　
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
は
、
国
税
に
関
す

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
税
務
相
談
室
で

す
。
よ
く
あ
る
質
問
に
対
す
る
回
答
を
税

金
の
種
類
ご
と
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
例
え
ば
、
「
配
偶
者
控
除
」
に
つ
い

て
調
べ
る
場
合
は
、

① 

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、「
タ
ッ

ク
ス
ア
ン
サ
ー
」を
ク
リ
ッ
ク

② 

調
べ
た
い
税
目「
所
得
税
」を
選
択
ま

た
は
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索

③
調
べ
た
い
項
目「
夫
婦
と
税
金
」を
選
択

④ 

該
当
内
容
を
選
択
す
る
と
説
明
画
面
が

表
示
さ
れ
ま
す
。

　
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

パ
ソ
コ
ン
か
ら　

http://w
w
w
.nta.

go.jp/taxansw
er

携
帯
電
話
か
ら　

http://w
w
w
.nta.

go.jp/taxansw
er/phone

※
携
帯
サ
イ
ト
は
、
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か

　
ら
も
利
用
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
サ
ー

ビ
ス
の
ほ
か
、
国
税
に
関
す
る
一
般
的
な

相
談
を
「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
最
寄
り
の
税
務
署
に
お

電
話
い
た
だ
き
、
音
声
案
内
に
従
い
「
１

番
」
を
選
択
す
れ
ば
、
国
税
局
の
「
電
話

相
談
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
菊
池
税
務
署

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
２
１
２
１

　
所
得
税
や
法
人
税
な
ど
は
、
納
税
者
が

自
分
で
税
法
に
従
っ
て
正
し
い
所
得
と
税

額
を
計
算
し
、
税
務
署
に
申
告
し
て
納
税

す
る
と
い
う
申
告
納
税
制
度
と
な
っ
て
い

ま
す
。
多
く
の
納
税
者
は
適
正
な
申
告
と

納
税
を
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
申
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
申
告
し
な

か
っ
た
り
、
誤
っ
た
申
告
を
し
た
り
、
あ

る
い
は
故
意
に
過
少
な
申
告
を
す
る
納
税

者
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
国
税
局
や
税
務
署
で
は
、

的
確
な
調
査
を
行
い
、
申
告
に
誤
り
や
不

正
が
あ
る
場
合
に
は
、
正
し
い
申
告
に
改

め
て
も
ら
う
な
ど
、
適
正
・
公
平
な
課
税

の
実
現
に
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
税

査
察
官
は
、
大
口
・
悪
質
な
脱
税
を
し
て

い
る
疑
い
の
あ
る
者
に
対
し
、
単
に
免
れ

た
税
金
や
重
加
算
税
な
ど
を
納
め
さ
せ
る

だ
け
で
な
く
、
検
察
官
へ
の
告
発
を
通
じ

て
、
懲
役
や
罰
金
と
い
っ
た
刑
罰
を
科
す

こ
と
を
目
的
と
し
た
査
察
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
脱
税
は
犯
罪
で
す
。
税
金
を
不
当
に
免

れ
る
こ
と
は
、
正
し
い
申
告
と
納
税
を

行
っ
て
い
る
善
良
な
納
税
者
を
裏
切
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
正
し
い
申
告
と
納
税
を

し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　
菊
池
税
務
署

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
２
１
２
１

　
消
費
税
の
免
税
事
業
者
が
、
平
成
22
年

分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
な
ど
で
、
消
費

税
の
課
税
売
上
高
が
１
、
０
０
０
万
円
を

超
え
た
場
合
、
平
成
24
年
分
は
消
費
税
の

課
税
事
業
者
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、

「
消
費
税
課
税
事
業
者
届
出
書
」
を
速
や

か
に
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

最
寄
り
の
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
菊
池
税
務
署

　
☎
０
９
６
８
（
25
）
２
１
２
１

各総合支所の問い合わせ先
七城総合支所　☎0968（25）1000
旭志総合支所　☎0968（37）3111
泗水総合支所　☎0968（38）2112

排水路から下流への油流出を防ぐため、
オイル吸着マットを設置

河川への油流出を防ぐため、オイルフェ
ンスとオイル吸着マットを設置

ごみ袋に混入していた注射針

■ 支社などのない事業所などには、調査員が直接伺い、調査票を配布・回収します。
■ 支社などを有する企業などには、国、都道府県および市が、民間事業者を通じて本社などに
　 調査票を郵送し、インターネットまたは郵送で回答していただきます。

「経済の国勢調査」です。全国全ての企業・事業所が対象です。
===== 調査票は1 月末日までにお届けします。2 月1 日以降に提出をお願いします。=====

■この調査は、統計法に基づく基幹統計調査で、調査票に記入して提出する義務があります。
■提出された内容は、統計作成の目的以外（税の資料など） には、絶対に使用しません。
経済センサスホームページ　http://www.stat.go.jp/data/e-census/campaign/index.htm
問い合わせ先　「経済センサス－活動調査」コールセンター
　　　　　　　（フリーダイヤル）☎0120（44）1034

経済センサス

平成24 年２月１日現在で、経済センサス－ 活動調査を実施します
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